
ムーデ ィ ーズ
グローバル フ ァ ン ド  リサーチ

ト ヨ タ MRF （マネー ・ リザーブ ・ フ ァ ン ド）

● 格付けは、元本を保証をするものではありません。運用による基準価額の変動に伴う損益は、全て投資家に帰属します。
● 本資料は、証券取引法に基づく開示書類、または、それに代わるものではありません。

格付け見解

ト ヨ タ MRF は、 追加型証券投資信託に属し、 内外の公社債及びコマーシャ

ル ・ ペーパーを中心に投資し、 安定し た収益の確保を目指し て運用を行う
こ と を方針と し ている。 運用においては、 高い信用力を確保するために保
守的な投資方針を守り、 高水準の流動性を確保する こ とが目指されている。

ポー ト フ ォ リオは、 円建てのコマーシャル ・ ペーパー、 コールローン、 CD、

現先、 国債、 預金を含む短期金融商品を主要な投資対象と し て、 十分な分
散が図られる。 また、 フ ァ ン ド は、 為替リ スクの生じ る外貨建て商品や仕
組み債を投資対象と しない。

Aaa のフ ァ ン ド信用格付けは Aaa 格の債券と同様の信用 （ク レジ ッ ト ） を

持ち、 その質が最も優れている と判断されたものである。現在、同フ ァ ン ド
はムーデ ィ ーズの Aaa フ ァ ン ド格付けガイ ド ラ インに従い A3/P-1 を下回る

証券には投資し ない。同時に、加重平均残存日数を 60 日以内に保っている。

MR1+ のマーケ ッ ト リ スク格付けは、基準価額の変動性の程度を評価したも

ので MR1 の格付けは、 金利やマーケ ッ ト 環境の変動に対する感応度が極め

て低いと判断されるものである。+ の付加記号は 1 口あた り元本の額面金額

が 1 円に保たれるこ とが維持されており、 運用会社が負うデュレーシ ョ ン、

信用リ スクが最低限に抑えられている こ と を反映している。

同フ ァ ン ド の格付けには、 運用会社の経営、 事務管理及び法令遵守のコ ン
プラ イアンス体制といった定性的な側面の評価も考慮されている。

同フ ァ ン ドは、 受託会社と し て三菱 UFJ 信託銀行株式会社によって信託財

産の保管、 管理 ・ 計算、 受益証券の認証が行われ、 販売会社である ト ヨ タ
フ ァ イナンシャルサービス証券株式会社によ って受益証券の販売 ・ 解約の
取り扱いが行われる。

2008年 10月

フ ァ ン ド概要

設定、 運用開始 . . . . . . . . 2001 年 3 月 12 日

格付け取得日 . . . . . . . . . . 2001 年 3 月 12 日

登録国. . . . . . . . . . . . . . . . . 日本

フ ァ ン ド マネージャー . . 由良 好章

委託会社. . . . . . . . . . . . . . . ト ヨ タアセ ッ ト
マネジ メ ン ト 株式会社

受託会社. . . . . . . . . . . . . . . 三菱 UFJ 信託銀行
株式会社

販売会社. . . . . . . . . . . . . . . ト ヨ タ フ ァ イナンシャル
サービス証券株式会社

フ ァ ン ド証券情報

形態. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 追加型公社債投資信託

額面. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 口当た り元本の額面
金額は 1 円

申し込み単位 . . . . . . . . . . 1円以上1円単位(1口=1円)
申し込み価額 . . . . . . . . . . 取得日の前日の基準価額

1) 販売会社が取得申込受
付日の午後 2 時 30 分 ( 年
始年末等半休日の場合は
正午 ) 以前に申込金の受
領を確認し た場合は、 取
得申込受付日が取得日と
なる 2) 販売会社が取得申
込受付日の午後2時30分
( 年始年末等半休日の場
合は正午 ) を過ぎて申込
金の受領を確認し た場合
は、 取得申込受付日の翌
営業日が取得日と なる取
得日前日の基準価額が 1
口 1 円を下回っ た場合は
申し 込みを受け付けない

信託期間. . . . . . . . . . . . . . . 無期限

手数料

申し込み手数料 . . . . . . . . 無料

信託報酬. . . . . . . . . . . . . . . 現在、 日々の基価額算出
に用いる コール ・ ローン
のオーバーナイ ト 物レー
ト x50% 以内の率

格付け アナリスト

村瀬暢之
03-5408-4020 
Nobuyuki.Murase@moodys.com

純資産総額 *
338.08 億円

加重平均残存日数 *
最短加重平均残存日数 . . . 24 日

最長加重平均残存日数 . . . 41 日

加重平均残存日数 . . . . . . . 
（12ヶ月平均）

33 日

残存日数 * 資産構成 *

Aaa / MR1+

*2008 年 9 月 30 日現在

現先

11.8%

コール等

12.8%

CP

32.5%

国債

42.9%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

1-15日

16-30日

31-45日

46-60日

61-75日

76-90日

136-150日



ムーデ ィ ーズ格付け記号の定義

ムーディーズのファンド格付けはファンド自体に付与されたもので、投信会社および販売会社のリスクを示すものではありません。

著作権表示 ©2008 年 Moody's Investors Services, Inc. な らびに （あるいは） ムーデ ィ ーズのラ イセンサーおよび関連会社 （以下総称し て 「ムーデ ィ ーズ」 とい う ）
　 本書に記載する情報はすべて、 著作権法によ り保護されてお り、 いかなる人物も、 いかなる形式、 方法、 手段によ っ ても、 これらの情報 （全部、 一部を問わず） を、 ムー
デ ィ ーズの事前の書面による同意な く 、 複写、 も し く はその他の方法によ り再生、 複製、 送付、 譲渡、 頒布、 配布、 転売、 またはこれらの目的で使用するために保管する
こ とはできません。 本書に記載する情報はすべて、 ムーデ ィ ーズが正確かつ信頼し う る と考える情報源から入手し た ものです。 しかし、 人間および機械による誤り、 な ら
びにその他の要因があ り得るため、 ムーデ ィ ーズはこれらの情報をいかなる種類の保証もつける こ と な く 「現状有姿」 で提供し てお り、 と りわけ、 これらの情報の正確性、
速報性、 完全性、 商品性、 および特定の目的への適合性についてはいかなる表示または保証 （明示的、 黙示的を問わず） も行いません。 ムーデ ィ ーズはいかなる状況にお
いても、 またいかなる人物または法人に対し て も、 以下の (a) (b) について一切責任を負いません。 (a) これらの情報の入手、 収集、 編纂、 分析、 解釈、 伝達、 公表、 配布に
関わる誤り （不注意によるか、 その他によるかを問わず） またはその他の状況や偶発事象によ り （全部、 一部を問わず） 引き起こ され、 発生し、 も し く はそれらに関係す
る損失または損害 （このよ う な損失や損害がムーデ ィ ーズ、 あるいはその取締役、 役職員、従業員あるいは代理人の支配力が及ばない事態に起因するかど うかを問わない）。
(b) これらの情報の使用または使用の不可能によ り発生する、 あらゆる種類の直接的、 間接的、 特別、 二次的、 要補償、 または付随的損害 （このよ う な損害には逸失利益を
含む。 また このよ う な損害の可能性についてムーデ ィ ーズが事前に通告を受けたかど うかを問わない） 。 本書に記載される信用格付けおよび財務報告分析 （含まれる場合）
は、 ムーデ ィ ーズの意見の表明であ り、 またそのよ う にのみ解釈されるべきであ り、 これを事実の表明、 も し く は証券の購入、 売却または保有の推奨とみな し てはな り ま
せん。 ムーデ ィ ーズは、 いかなる形式、 または方法によ っ て も、 これらの格付けも し く はその他の意見または情報の正確性、 速報性、 完全性、 商品性および特定の目的へ
の適合性について、 いかなる保証 （明示的、 黙示的を問わず） も行っ ていません。 本書に記載する情報の利用者またはその代理人は、 投資決定において、 それぞれの格付
けまたはその他の意見を、 一つの要因と し てのみ取り扱 う べきです。 従って、 各利用者は購入、 保有または売却を検討する各証券、 な らびに各証券の発行者、 保証人、 お
よび信用補完提供者について、 自ら研究 ・ 評価し なければな り ません。
　 ムーデ ィ ーズは、 ムーデ ィ ーズが格付けを行っている債券 （社債、 地方債、 債券、 手形、 CP を含む） および優先株式の発行者の大部分は、 ムーデ ィ ーズが行 う評価 ・ 格
付けサービスに対し て、 ムーデ ィ ーズが格付けを付与するのに先立ち、 1500 ドル～約 240 万ドルの手数料をムーデ ィ ーズに支払う こ とに同意し ている こ と を、 こ こに開示
し ます。 また、 Moody's Corporation (MCO) および同社が全額出資する信用格付け会社 Moody's Investors Service(MIS) は、 MIS の格付けと格付け過程の独立性を確保するた
めの方針と手続きを維持し ています。 MCO の取締役と格付け対象会社との間の何らかの利害関係の存在、 および MIS から格付けを付与され、 かつ MCO の株式の 5% 以上
を保有し ている こ と を SEC に公式に報告し ている企業に関する情報は、 ムーデ ィ ーズのウ ェ ブサイ ト www.moodys.com の "Shareholder Relations-Corporate Governance-
Director and Shareholder Affiliation Policy" の項に毎年、 掲載されます。

フ ァ ン ド信用格付け

（マネー ・ マーケ ッ ト ・ フ ァ ン ド と債券フ ァ ン ド）

ムーディーズのマネー・マーケット・ファンド格付けと債券

ファンド格付けは、ミューチュアル・ファンドの受益証券や株

式あるいは類似する投資商品の、投資対象としての質について

の意見です。マネー・マーケット・ファンド格付けは主に短期

債務証券に投資するファンド、債券ファンド格付けは主に長期

債務証券に投資するファンドを対象にしています。これら格付

けはその性格上、ファンドが公表している投資目標と投資方針、

保有する資産の信用の質、さらにはファンドの経営の性格につ

いてのムーディーズの評価を示すものです。信用格付けにあ

たっては、ファンドのパフォーマンス、純資産価値の変動、利

回りといった面での見通しは考慮されていません。

格付け記号の定義は以下のとおりです。

フ ァ ン ド市場リ スク格付け

（マネー ・ マーケッ ト ・ フ ァ ン ド と債券フ ァ ン ド）

ムーディーズのミューチュアル・ファンド・マーケットリス

ク格付け (MR 格付け ) は、格付け対象になるファンドの純資産

価値 (NAV) について変動性の程度を相対的に評価したムー

ディーズの意見です。このためムーディーズは、ファンドの

NAV に影響を及ぼし得る、金利リスク、期限前償還と期限延長

リスク、流動性と集中のリスク、為替リスク、デリバティブ・

リスクなどの、さまざまなリスク要因を分析します。MR 格付

けは、ファンドの将来のパフォーマンスを価格変動や利回りの

観点から評価することを目的としたものではありません。

格付け記号の定義は以下のとおりです。

Ａ ａ ａ 投資対象として、Aaa 格の長期債と同等であると判断さ

れたマネー・マーケット・ファンドと債券ファンドに対

する格付け。つまり、最も優れていると判断されたもの

である。

Ａ ａ 投資対象として、Aa 格の長期債と同等であると判断さ

れたマネー・マーケット・ファンドと債券ファンドに対

する格付け。つまり、総合的に優れていると判断された

ものである。

Ａ 投資対象として、A 格の長期債と同等であると判断され

たマネー・マーケット・ファンドと債券ファンドに対す

る格付け。つまり、投資対象として数多くの好材料が認

められ、中級の上位と判断されたものである。

Ｂ ａ ａ 投資対象として、Baa 格の長期債と同等であると判断さ

れたマネー・マーケット・ファンドと債券ファンドに対

する格付け。つまり、中級と判断されたものである。

Ｂ ａ 投資対象として、Ba 格の長期債と同等であると判断さ

れたマネー・マーケット・ファンドと債券ファンドに対

する格付け。つまり、投機的な要素を含むと判断された

ものである。

Ｂ 投資対象として、B 格の長期債と同等であると判断され

たマネー・マーケット・ファンドと債券ファンドに対す

る格付け。つまり、好ましい投資対象としての適正さに

欠けると判断されたものである。

ＭＲ １ 金利や他の市場環境の変動に対する感応度が極めて低

いと判断される MMF や債券ファンド

ＭＲ ２ 金利や他の市場環境の変動に対する感応度が低いと判

断される MMF や債券ファンド

ＭＲ ３ 金利や他の市場環境の変動に対する感応度が中程度と

判断される MMF や債券ファンド

ＭＲ ４ 金利や他の市場環境の変動に対する感応度が高いと判

断される MMF や債券ファンド

ＭＲ ５ 金利や他の市場環境の変動に対する感応度が極めて高

いと判断される MMF や債券ファンド

注：  MR1 の格付け等級に付けられる「+」の付加記号は、
基準価額一定型 MMF などの特定のファンドを表す。
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